
目　
　
　
　
　
　
　

次

公
安
委
員
会
告
示

少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
　
　
　
　
　
告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

一
般
競
争
入
札
の
実
施
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
公
安
委
員
会
告
示

○
労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

　

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
（
令
和
八
年
大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

清　
　
　

水　
　
　

立　
　
　

茂

「
渡わ

た　

邊な
べ　

博ひ
ろ　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理
公
益
委
員

大
分
大
学
理
事
（
教
育
担
当
）
・
副
学
長

令　

四
・
二
・
二
二

」
を

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
45号

　
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
23年

法
律

第
122号

）
第

38条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

少
年

指
導

委
員

を
委

嘱
し

た
。

　
　

令
和

８
年

４
月

24日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

久
　

　
　

家
　

　
　

里
　

　
　

三
　

氏
　

　
名

連
　

　
　

　
絡

　
　

　
　

先
活

　
動

　
区

　
域

大
　

嶋
　

祐
　

治

大
分

市
荷

揚
町

５
番

６
号

　
大

分
中

央
警

察
署

大
分

中
央

警
察

署
の

管
轄

区
域

佐
　

藤
　

久
　

美

山
　

崎
　

康
　

治

今
　

川
　

光
　

男

大
分

市
大

字
鶴

崎
2200番

地
の

８
  大

分
東

警
察

署
大

分
東

警
察

署
の

管
轄

区
域

加
　

藤
　

和
　

芳

向
　

　
　

益
　

夫

足
　

利
　

能
　

彦

大
分

市
大

字
横

瀬
2212番

地
１

　
大

分
南

警
察

署
大

分
南

警
察

署
の

管
轄

区
域

安
　

部
　

省
　

祐

長
　

久
　

彰
　

禅

油
　

布
　

吉
　

孝

佐
　

野
　

満
　

子

別
府

市
田

の
湯

町
13番

13号
　

別
府

警
察

署
別

府
警

察
署

の
管

轄
区

域
下

　
原

　
健

　
治

永
　

尾
　

福
　

康

溝
　

井
　

浩
　

二
国

東
市

国
東

町
安

国
寺

５
番

地
　

国
東

警
察

署
国

東
警

察
署

の
管

轄
区

域

奥
　

　
　

秀
　

則
宇

佐
市

大
字

上
田

1010番
地

の
１

　
宇

佐
警

察
署

宇
佐

警
察

署
の

管
轄

区
域

廣
　

池
　

和
　

美
中

津
市

中
央

町
一

丁
目

２
番

10号
　

中
津

警
察

署
中

津
警

察
署

の
管

轄
区

域
吉

　
田

　
祐

　
二

河
　

野
　

孝
　

文
玖

珠
郡

玖
珠

町
大

字
塚

脇
467番

地
　

玖
珠

警
察

署
玖

珠
警

察
署

の
管

轄
区

域

池
　

内
　

晴
　

一
竹

田
市

大
字

拝
田

原
221番

地
　

竹
田

警
察

署
竹

田
警

察
署

の
管

轄
区

域

平
　

川
　

幸
　

司
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72番
地

の
61　

臼
杵

津
久

見
警

察
署

臼
杵

津
久

見
警

察
署

の
管

轄
区

域

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
労
働
委
告
示
）

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

（　金 曜 日　）

令

和

八

年

第

七

〇

〇

号

四
月
二
十
四
日

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



「
渡わ

た　

邊な
べ　

博ひ
ろ　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理
公
益
委
員

大
分
大
学
理
事
（
教
育
、
学
生
・
留
学
生
支
援

担
当
）
・
副
学
長

令　

四
・
二
・
二
二

」
に
、

「
一い

ち　

丸ま
る　

淳じ
ゅ
ん　

司じ

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

六
・
四
・　

九

」
を

「
柴し

ば　

北き
た　

友と
も　

美み

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

八
・
四
・
一
四

」
に
改

め
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

大
分
県
警
察
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
用
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
等
賃
貸
借
契
約

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復

権
を
得
な
い
者

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
者

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し

て
い
な
い
者

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
一
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年

度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

㈢　

経
営
規
模

⑴　

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

⑵　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

う
。
）

㈤　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

競
争
入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
六
八

　

３　

申
請
の
時
期

　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
労
働
委
告
示
・
公
告
）

二



　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　

令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm

l

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が

必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
（
変
更
届
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載

し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２　

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
事
由
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ

　

な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
　

　
令

和
８

年
４

月
24日

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

      　
大

分
県

警
察

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

用
フ

ァ
イ

ル
サ

ー
バ

等
賃

貸
借

契
約

　
⑵

　
借

入
期

間
　

　
　

令
和

８
年

12月
１

日
か

ら
令

和
13年

11月
30日

ま
で

（
60か

月
）

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

　
⑶

　
納

入
期

限
　

　
　

令
和

８
年

11月
30日

　
⑷

　
納

入
場

所
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

情
報

管
理

課
機

械
室

２
　

大
分

県
共

同
利

用
型

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

の
利

用
　

本
案

件
は

、
大

分
県

共
同

利
用

型
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
。

）
で

行
う

。
ま

た
、

入
札

に
係

る
事

項
は

、
こ

の
公

告
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
（

物
品

・
役

務
）

（
以

下
「

運
用

基
準

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

こ
の

調
達

に
つ

い
て

は
、次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
に

限
り

入
札

参
加

を
認

め
る

。
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

⑵
　

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
以

下
「

競
争

入
札

参
加

資
格

」
と

い
う

。
）

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

⑶
　

こ
の

調
達

に
係

る
営

業
に

関
し

、
許

可
、

認
可

等
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

こ
れ

を
得

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

⑷
　

こ
の

公
告

の
日

か
ら

10に
掲

げ
る

開
札

の
日

時
ま

で
の

間
に

、
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
⑸

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

イ
　

暴
力

団
員

（
同

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
ウ

　
暴

力
団

員
が

役
員

と
な

っ
て

い
る

事
業

者
エ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

を
雇

用
し

、
又

は
使

用
し

て
い

る
者

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

等
の

購
入

契
約

等
を

締
結

し
て

い
る

者
カ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

に
経

済
上

の
利

益
又

は
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者
キ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

と
社

会
通

念
上

ふ
さ

わ
し

く
な

い
交

際
を

有
す

る
な

ど
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者
ク

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
こ

れ
ら

を
利

用
し

て
い

る
者

⑹
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
事

前
に

入
札

参
加

申
請

を
行

い
、

入
札

参
加

の
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



⑴
　

大
分

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

及
び

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

上
に

令
和

８
年

６
月

11日
（

木
）

　
ま

で
入

札
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

た
だ

し
、

11に
示

す
再

度
入

札
を

行
う

と
き

は
、

再
度

入
札

の
開

札
日

ま
で

延
長

す
る

。
⑵

　
仕

様
書

は
、

次
の

担
当

部
局

に
お

い
て

令
和

８
年

５
月

15日
（

金
）

正
午

ま
で

示
す

も
の

と
す

る
。

　
　

　
担

当
部

局
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

情
報

管
理

課
運

用
・

管
理

係
　

　
　

〒
870－

8502　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
536－

2131（
内

線
2422）

７
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

、
入

札
書

及
び

契
約

の
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨
８

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

入
札

金
額

の
入

力
期

間
　

入
札

参
加

承
認

の
日

か
ら

令
和

８
年

６
月

11日
（

木
）

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
 

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
て

入
札

す
る

場
合

は
、

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
（

電
子

証
明

書
）

と
カ

ー
ド

リ
ー

ダ
ー

の
準

備
及

び
利

用
者

登
録

を
完

了
し

て
い

る
こ

と
。

９
　

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
場

合
の

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
用

度
係

　
⑵

　
提

出
期

限
　

入
札

参
加

承
認

の
日

か
ら

令
和

８
年

６
月

11日
（

木
）

午
後

５
時

ま
で

に
必

着
の

こ
と

。
10　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
開

札
　

　
開

札
予

定
日

時
  令

和
８

年
６

月
12日

（
金

）
午

前
10時

11  再
度

入
札

　
開

札
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
167条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
再

度
入

札
の

入
札

金
額

の
入

力
期

間
、

入
札

書
の

提
出

期
限

及
び

開
札

日
時

並
び

に
第

１
回

入
札

の
最

低
入

札
価

格
は

、
別

途
通

知
す

る
。

12　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

免
除

す
る

。
13　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

⑵
　

過
去

２
年

間
に

国
又

は
地

方
公

共
団

体
と

種
類

及
び

規
模

を
ほ

ぼ
同

じ
く

す
る

契
約

を
数

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約
を

履
行

し
な

い
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。

る
こ

と
。

　
　

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
場

合
は

、
４

に
定

め
る

手
続

に
よ

る
こ

と
。

⑺
　

納
入

し
よ

う
と

す
る

物
品

が
仕

様
を

満
た

す
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

等
を

令
和

８
年

５
月

15日
（

金
）

正
午

ま
で

に
大

分
県

警
察

本
部

警
務

部
情

報
管

理
課

に
提

出
し

、
審

査
を

受
け

、
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

る
こ

と
。

４
　

入
札

参
加

申
請

の
方

法
及

び
期

間
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
入

札
参

加
申

請
を

、
令

和
８

年
４

月
24日

（
金

）
午

前
９

時
か

ら
同

年
６

月
８

日
（

月
）

午
後

５
時

ま
で

に
行

う
こ

と
。

　
な

お
、

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

「
紙

入
札

（
見

積
）

参
加

届
出

書
」

（
運

用
基

準
様

式
第

２
号

）
２

部
及

び
競

争
入

札
参

加
資

格
に

係
る

「
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
結

果
通

知
書

」
の

写
し

を
、

令
和

８
年

６
月

８
日

（
月

）
午

後
５

時
（

必
着

）
ま

で
に

持
参

又
は

郵
送

（
書

留
郵

便
）

に
よ

り
次

の
提

出
先

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
　

提
出

先
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
用

度
係

　
　

　
　

　
　

〒
870－

8502　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

　
　

電
話

　
097－

536－
2131（

内
線

2263）
５

　
競

争
入

札
参

加
資

格
に

関
す

る
事

項
　

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

も
の

は
、

競
争

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
、

次
に

掲
げ

る
時

期
及

び
場

所
に

提
出

す
る

こ
と

。
　

⑴
　

申
請

の
時

期
　

令
和

８
年

４
月

24日
（

金
）

か
ら

同
年

５
月

14日
（

木
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入
　

　
札

に
間

に
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑵
　

申
請

書
類

の
入

手
方

法
　

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
申

請
書

類
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
、

又
は

⑶
に

て
交

付
を

受
け

る
こ

と
。

　
　

　
https://w

w
w

.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm
l

　
⑶

　
申

請
書

類
の

提
出

先
及

び
問

合
せ

先
　

　
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
物

品
調

達
班

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
　

電
話

　
097－

506－
2968

　
　

　
な

お
、

郵
送

の
ほ

か
電

子
に

よ
る

提
出

も
で

き
る

も
の

と
す

る
。

６
　

契
約

条
項

を
示

す
方

法
及

び
日

時

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四



20　
Sum

m
ary

　
⑴

　
N

ature and quantity of products to be rented
　

　
　

File Server for O
ita Prefectural Police integrated inform

ation N
etw

ork
　

⑵
　

T
im

e lim
it for tender

    　
  5:00 p.m

.11 June 2026
　

⑶
　

O
ffi

ce
     　

 Inform
ation A

dm
inistration D

ivision,O
ita Prefectural Police

     　
 3－

1－
1 O

hte-m
achi,O

ita city 870－
8502

     　
 T

el 097－
536－

2131

14　
無

効
入

札
に

関
す

る
事

項
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
入

札
は

、
無

効
と

す
る

。
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑴
　

金
額

の
記

載
が

な
い

も
の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。
　

⑷
　

入
札

書
に

入
札

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
記

名
が

な
く

、
入

札
者

が
判

明
で

き
な

い
と

き
。

　
⑸

　
誤

字
及

び
脱

字
等

に
よ

り
、

必
要

事
項

が
確

認
で

き
な

い
と

き
。

15  最
低

制
限

価
格

に
関

す
る

事
項

　
　

設
定

し
な

い
。

16　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

⑴
　

有
効

な
入

札
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

範
囲

内
の

価
格

で
、

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

し
た

者
を

落
札

者
と

す
る

。
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

二
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
電

子
く

じ
に

よ
る

落
札

者
決

定
を

行
う

。
⑶

　
再

度
の

入
札

を
し

て
も

、
落

札
者

が
な

い
と

き
又

は
落

札
者

が
契

約
を

結
ば

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
167条

の
２

第
１

項
第

８
号

又
は

第
９

号
の

規
定

に
よ

り
随

意
契

約
を

行
う

も
の

と
す

る
。

17  入
札

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
　

　
大

分
県

警
察

本
部

警
務

部
会

計
課

用
度

係
　

　
　

　
〒

870－
8502　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
電

話
　

097－
536－

2131（
内

線
2263）

18　
特

約
事

項
　

こ
の

入
札

に
係

る
契

約
は

、
地

方
自

治
法

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、
契

約
の

締
結

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

以
降

に
お

い
て

、
当

該
契

約
に

係
る

歳
入

歳
出

予
算

の
減

額
又

は
削

除
が

あ
っ

た
場

合
は

、
契

約
の

相
手

方
と

契
約

を
解

除
で

き
る

も
の

と
す

る
。

19　
そ

の
他

⑴
　

３
の

⑸
に

掲
げ

る
資

格
要

件
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

、
大

分
県

警
察

本
部

に
照

会
す

る
場

合
　

が
あ

る
。

⑵
　

そ
の

他
の

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
⑶

　
こ

の
調

達
は

、世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五


